
開催セミナーのご案内    

●相続税セミナー● ・・・争いとならない為の生前対策ポイント・遺言等の民法改正ポイント・・・ 
スムーズな相続のために生前に行う事は節税対策だけではありません。財産の多寡にかかわらず争いとなら

ない事が重要であり、その為のポイントと対策を解説します。また、セミナー終了後に 30分程度の個別相談
会を予定しています。 
令和元年 8月 29日(木) 会場:パートナーズ PLAZA内 時間 15:00～16:00 16:00～個別相談 
受講料:無料  お問い合わせ:0258-34-9000 一般社団法人 相続と遺言の相談センター 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 野澤・藤澤崚 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ https://www.3d-m.jp/contact/others/ 

 
・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

 
＜税務＞ 
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   キャッシュレス・消費者還元事業への参加 
検討しませんか？ 

https://www.3d-m.jp/contact/others/
mailto:pro@3d-m.jp
https://www.3d-m.jp/
1.キャッシュレス・消費者還元事業2019年10月1日の消費税率引き上げに伴い、キャッシュレス対応による企業の生産性向上や消費者の利便性向上等の観点から、2019年10月1日から2019年6月までの9ヵ月間、中小・小規模事業者のキャッシュレス決済の促進と消費者へのポイント還元を実施する事業です。

2.対象外となる事業および取引対象外となる事業は、国・地方公共団体・公共法人、金融機関等、保健医療機関等、学校・専修学校等、宗教法人、保税売店、法人格のない任意団体など。対象外となる取引は、有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等、自動車・新築住宅の販売、収納代行サービス、代金引換サービスの支払い、給与・賃金・寄付金など。

3.キャッシュレス対応現金ではなく、クレジットカードや電子マネー、QRコードでの支払いをキャッシュレス決済といいます。決済事業者が非常に多いため、入金タイミングやブランド・サービスなどを比較して事業者を決定する必要がありますが、比較の際は、経済産業省の本事業ホームページに各決済事業者の比較表が掲載されていますので、ご参考にしてください。

4.加盟店登録既にキャッシュレス決済に対応されている場合も、これから新しく始める・切り替える場合も、決済事業者を通じて加盟店登録を行い、登録審査を経て加盟店登録完了となります。

5.消費者還元この事業に参加して加盟店登録をおこなうことで、消費者が店舗でキャッシュレス決済を行った際、消費者にポイント還元されます。ポイントの還元率は中小・小規模事業者については5％、フランチャイズチェーンに属する中小・小規模事業者については2％となっています。消費者はポイント還元対象加盟店を選んで買い物できるため、加盟店となることで集客力アップが見込まれます。
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